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｢日本的労使関係」と経営参加の今日的展開

澤田 幹

１はじめに

２「雇用の弾力化」の進行と「新・日本的経営」

３「新・日本的経営」下の企業別組合と労使関係

４「曰本型経営参加」の今日的展開

５まとめ

１はじめに

「曰本的経営」下の労使関係は，1970年前後からの「能力主義」管理導入

と1980年前後の労働組合「再編」を契機に，「協調的労使関係」から「統合

的・一体的労使関係」へと変質してきた。その過程で，企業別組合の「企業

内部化｣，「第二労務管理機関化」などが促進され，「日本的経営」における管

理体制はかってないほどに強固なものとなった｡個々の労働者を企業内に｢囲

い込み」ながら，資本の論理に基づく「働かせ方のフレキシビリティ」の貫

徹がはかられる体制が確立されてきたのである。また，曰本的な「労使関係

の安定化」と，それを基礎とする生産性，経営効率の改善には，曰本生産性

本部（現，社会経済生産性本部）が中核となって推し進められてきた「曰本

型経営参加」が，きわめて大きな役割を果たしてきたことも周知のとおりで

ある。（１）

ところで，「曰本的経営」は現在，「平成不況」を契機とした経営戦略転換

に伴う雇用の弾力化，労働力利用の弾力化の推進という新たな段階に入りつ

つある。そして，曰経連の1995年報告書（曰経連，新･曰本的経営システム
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等研究プロジェクト報告『新時代の「曰本的経営｣』）はそのメルクマールと

も言うべき内容を含んでおり，高い関心が寄せられている。そこで，本稿で

は，ここで提唱された「新・日本的経営」が労使関係に与える影響と，それ

を受けた「曰本型経営参加」の展開の分析を試みるものである。

２「雇用の弾力化」の進行と「新・日本的経営」

前掲日経連報告における「新・日本的経営」構築の提言は，おおよそ以下

のように要約される。

①従業員の雇用形態を｢長期蓄積能力活用型グループ」「高度専門能力活用

型グループ」「雇用柔軟型グループ」に分類する。（表１参照）全体的には，

管理職や事務スタッフ職を次第に「少数精鋭主義」化させ，逆に，雇用柔軟

型従業員や高度専門能力活用型従業員を徐々に増加させることにより,｢総額

人件費管理」を容易にする。

表１「新・日本的経営」下の雇用制度

雇用形態|対一豪T實￣釜T賢￣写~}直i懸臺[算暹百頁照子｢高I寿棗１

<出典〉日経連『新時代の「日本的経営｣』３２ページ。

②それぞれのグループにおける雇用契約の長さ，賃金形態，処遇制度など

は明確に区分する。また，長期蓄積能力活用型従業員においても，洗い替え

方式の職能給や年俸制などの導入によって，個々の従業員の業績や貢献度を

処遇に反映させ，能力主義管理の徹底をはかる。

③長期的経営戦略との関連において，上記のそれぞれのグループがバラン

スよく維持されるように，「雇用ポートフォリオ」を検討する。

－６４－

雇用形態 対象 賃金 賞与 退職金･年金 昇進･昇格 福祉対策

長期蓄積能力

活用型グループ

期間の定

のない層

用契約

管理職・

総合職・

技能部門
の基幹職

月給制か

年俸制

職能給
昇給制度

定率十業
績スライ
ド

ポイント

制
役職昇進

職能資格
昇格

生涯総合
施策

高度専門能力活
用型グループ

有期雇用
契約

専門部門

(企画,営
業，研究
開発等）

年俸制

業績給
昇給なし

成果配分 なし 業績評価 生活援護
施策

雇用柔軟型
グループ

有期雇用
契約

一般職

技能部門

販売部門

時間給制
職務給

昇給なし

定率 なし 上位職務

への転換
生活援護
施策
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④処遇制度，能力開発，福利厚生，労働時間管理など，労務管理のあらゆ

る局面において，「個,性重視」あるいは「個人のニーズの多様化への対応」を

スローガンに，個別管理（個人別労務管理）への傾斜を強める。

このような労働者のグループ分けと個別管理の徹底がはかられるならば，

これまでの人事考課制度，職能資格制度，職能給制度等に代表される「能力

主義｣管理推進(2)の下においても一定程度残されてきた全従業員に対する｢基

本的に差別のない｣処遇制度，「年功」あるいは｢勤続年数｣を考慮した処遇・

人事配置の方針は相当変革させられることとなる。これまで，実質的には男

女間，正規従業員・非正規従業員間，ホワイトカラー・ブルーカラー間，学

歴等，種々の差別的処遇が行われていたにもかかわらず，職場内秩序の維持，

長期にわたる労働意欲の発揮を意図する管理方策として，こうした「形式的

平等性」が強調されてきたのであるが，今回の報告は，そうした措置をとる

ことがもはや困難であるほどに，労務管理の即時的戦略適応，「弾力化｣要求

が厳しいものになってきていることを裏付けている。そして，労働者のモテ

ィベーション確保のためには，各グループ間の「移籍」の可能性を保障して

おくことが必要となっているのである。（同報告書ｐ33）

いわゆるパートタイム労働法で規定される「短時間雇用者」が雇用者総数

の１８．８％（1995年現在，総務庁統計局『労働力調査』による）にものぼり，

なお漸次増加傾向にあること，さらに彼等の職務が次第に補助的職務から中

核的職務へと拡大していること(3)を考慮するならば，「雇用柔軟型」から「高

度専門能力活用型」「長期蓄積能力活用型｣グループへのく下から上への＞移

動の形式的可能性，すなわち現在展開されている制度に即して位置付けるな

らば非正規従業員の正規従業員登用制度の導入が，その労働力の有効利用手

段として，たとえその移動，登用の可能性が微小なものであるとしても，労

使双方から注目されることは当然のことであろう。

このことに関連して，鈴木良始氏は，「諸企業が正社員＝『長期』雇用型雇

用の一定年齢以上の選抜絞り込みを強め，その過程で企業外へ弾き出された

層を企業間流動労働力層とし，これを必要に応じて『高度専門能力活用型』

と称して活用しようという」移行プラン，すなわちく上から下への＞移動を

念頭において労働者間競争の激化の危険性を指摘する。(4)そして現実には，

－６５－
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これら双方向の移動が人事考課と結合して実施されることにより，きわめて

｢曰本的」な労務管理が展開されるであろう。そして，このことが｢降給，降

格もあり得る」処遇制度とならんで，「能力主義管理の徹底」の本質を端的に

表わすものとなるであろうことが予想されるのである。換言すれば，ここで

の提言に基づく「新・曰本的経営」は「働く個々人の能力を社会全体で活用

するため」の「企業を超えた横断的労働市場」の形成（同報告書p､27）を標傍

しながら，その実，個別企業の論理に基づく経営戦略への適合性，融通性を

高めるシステムとしての意図をもつものであるということができよう。

日経連では，経済成長の鈍化，労働力需給についての短期・中長期的な対

応の必要性，高コスト体質改善の強化，余剰人員の大量発生と産業間・職種

間の労働移動の活発化，そして国内の産業・技術・雇用の空洞化問題を「企

業をめぐる環境変化」と捉えて，先のような主張を行っている。それは，雇

用形態の多様化と労働力の流動化（フロー型労働市場の形成）による「曰本

的」労務管理再編を提唱する労働省の方針と，基本的には同一線上に位置す

るものである。(5)またそれは，現在各企業において進行中の｢リストラクチャ

リング」下での戦略的人的資源管理の一般的方向性とも一致している。

しかし，それらは「高コスト体質」や余剰人員問題に関わるバブル経営時

代の経営者責任についてほとんど触れられていない点，「雇用の弾力化｣を推

進する立場にありながら，中途採用その他の新たな要員・採用管理，横断的

労働市場形成の具体的指針や，高度専門能力活用型ならびに雇用柔軟型従業

員の処遇制度，能力開発制度などについての言及がきわめて不十分である点，

さらには，雇用管理や労働時間管理における「規制緩和」推奨と結びついて，

労働力の無限定な弾力的運用の促進と直結する点などから，「弾力化｣の名を

借りた労働者切り捨て策であるとの批判は免れえない。「長期雇用型｣の枠か

ら弾き出された多くの労働者が「高度専門能力活用型」ないしは「雇用柔軟

型」というきわめて不安定な地位を強いられることを追認，容認するこのよ

うな提言は，「普遍的な性格をもつものであり，今後ともその深化を図り，堅

持していく必要がある」ものであるはずの「人間尊重の経営」（p､1）という理

念とは裏腹に，経営合理化，弾力化のシワ寄せを労働者に強いる方向`性を示

したものと理解せざるを得ないのである。（６）
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ところで，このような労働者の犠牲の上に成立する「弾力化」追及型労務

管理については，既に多くの批判が行われてきたところである。

例えば，木元進一郎氏は外部労働市場に対する労働者の弾力性の弱体化＝

企業内閉鎖性の強化と，その内部での資本の論理に基づく「弾力化」促進の

実態を「垣根なしの弾力化」あるいは「底なしの弾力化」と捉えるとともに，

それが近年になってはじまったものではなく，戦後労務管理においてはｒ使

用者の思いのままの規制に途を開くものとして」常に志向され，強化されて

きたことを強調している。（７）

また長谷川廣氏は，雇用形態の多様化と終身雇用の｢分断化｣，能力主義

管理の再編･強化と複線型人事管理および賃金体系の「合理化｣，人事管理の

再編と「企業グループ人事管理」「広域人事管理｣の促進といった近年の労務

管理動向を総称して「アメリカ化」と呼び，「曰本的な『古いもの』をアメリ

カ的な『新しいもの』の中に包み込むような形で労務管理方式に具体化され，

展開されることになる」と指摘している。（８）このような「曰本的」なるもの

と「アメリカ的」なるものとの融合は，戦後の「日本的経営」「曰本的労務管

理」生成の過程でしばしば見られてきたことであり，現在の動向もまた，そ

の延長上で捉えることができるのである。

なお長谷川氏は，労働者を「ストック型」と「フロー型」に分離するとい

うだけではなく，むしろすべての労働者を「フロー化｣＝臨時的･契約的･時

給的労働者化し，それを主戦力化する傾向，すなわち正規・常用労働者の間

にも雇用の重層化が進行することを指摘し，批判を加えている(9)が，これは，

木元氏と同様に，資本の論理にたった「弾力化」が，労働者の生活にとって

はむしろ逆の作用をすることに着眼したものであろう。

また鈴木良始氏は，出向や転籍，「希望退職｣，中途採用，「能力主義｣的な

賃金体系等について触れ，それらの現状が，従来の終身雇用制，年功制を基

軸とする管理システムとしての「日本的経営」にある程度ビルトインされた

ものであること，もし「弾力的」雇用管理，「能力主義的」処遇制度が恒常

的，全般的なものとして定着するならば，経営側は従業員のモラール減退と

いう危険を背負わねばならないこと，したがって，今後の「曰本的経営」再

編も，これまでの要素を組み込んだ緩やかなものになるであろうことを指摘
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している。（'0）

総じて，近年の企業経営の重要な指標である「弾力性」の追及は，生産性，

効率性の論理に立脚する資本の論理のもとでは，必然的，普遍的な方向とし

て捉えるべきであることが示されている。そして曰経連による「新・曰本的

経営」の提唱も，基本的にはその枠を越えるものではない。ただ，ホワイト

カラーの労働編成，職務編成や中核的労働の担い手である男子正規従業員の

処遇にまでその貫徹が及びつつあり，「終身雇用」体制のもとに「温存」され

る労働者層は確実に縮小させられていること，また他方で，彼らに課せられ

る職務内容はますます複雑化，多様化しつつあることから，弾力的労務管理

は，加速度的に範囲拡大されようとしていること，そしてまた，個別管理と

能力主義の徹底により処遇や雇用形態等に相当の格差が生じつつあることは，

疑念の余地のないところである。

そうすると，ここで考慮すべき問題は，そのような量的・範囲的拡大傾向

が，曰本型労務管理の質的転換へと結びつくかどうかという点に集約される

ことになろう。そこで何にもまして考察されるべきことは，上記制度の展開

により，企業内での労働者選別が露骨な形ですすみ，「形式的平等性｣という

｢幻影｣が相当程度崩壊させられるという状況下で，従業員のモテイベーショ

ン低下をどのようにして食い止め，企業への求心力を維持させようとするの

かという点であろう。労働者の心性，働き方に依存した「曰本的経営」にお

いては，労働者の企業への「忠誠心」や効率的生産への「協力体制」を維持

強化することは労務管理上不可欠な課題であり，そのためにこそ，企業別組

合を軸とする「安定的労使関係」維持策が必要とされてきたのである。しか

し，弾力化すなわち労働力流動化・多様化の促進と個別管理の徹底は，一見

すると，従来の「日本的労使関係」観と矛盾した方針のようであり，これら

を総合的労務管理方策の中で両立させ，統合するためには，これまでとは異

なる枠組みの労使関係の構築が必要となるはずである。

以下では，この点について経営者側がどのようなデザインをもっているの

か，そしてそれが「曰本的経営」に根本的変革をもたらすのか，日経連報告

書を中心に検証していこう。
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３「新・日本的経営」下の企業別組合と労使関係

日経連報告書では，激変する社会環境への企業ぐるみでの対応策として，

企業内の意思疎通経路や労働条件等の改革への「協力・納得」を確保するた

めに，今後とも企業別組合，企業別労使関係がますます重要になる，と指摘

する。また，ナショナル・センターとしての「連合」の役割は規制緩和，市

場開放など政策・制度課題とかかわる問題への取り組みに限定され，労働条

件等についてはあくまで企業別労使関係で主として対応されるべきことを示

唆する。（PP57-60）これを一読すると，単に企業別組合をさらなる「企業内

部化｣へ向かわせる提言のようにも見える。しかしここでは，「職場を共有す

る労使関係」構築のために，団体交渉と並んで，労使協議制，職場懇談会，

親和会といった従業員「経営参加」の場，苦情処理機関などをあげ，「多様な

チャンネルをもつ労使関係」が提唱されていることに注目しなくてはならな

い。（pplO8-110)つまり，企業別労使関係の主体を必ずしも企業別組合に限

定せず，むしろそれに依存しない「安定的労使関係」の構築を模索していこ

うとする姿勢を垣間見ることができるのである。

もちろん，必ずしも企業別組合の「労使関係安定化」に果たす役割が直ち

に否定されているわけではない｡確かに,労組組織率低下による未組織企業・

職場の増大は，組合を「内部化」し，「第二労務管理機関」化することによる

労働者の企業内統合をめざす管理方策の有効`性を徐々に喪失させつつある。

このことは，個別管理と職場内競争激化による｢個々の労働者の企業内部化」

に力点が置かれようとしていることと無関連ではない。しかし，労務管理実

践において集団的労使関係対策の完全な排除は，厳しさを増す職場環境の中

での労働者の新たな自発的な集団的運動の胎動を許すことにつながるため，

経営側にとっても安易に踏み切るべき方策ではない。労働者が人間としての

自意識，自立心を完全に剥奪されないかぎり，彼らの職場内での不満や苦'情

が自立的組織形成へと集約され，経営側にとっての強力な対抗勢力となる可

能性は完全に否定されることはないからである。とくに，「雇用の弾力化｣の

促進は労働者自身による横断的結合の機会をも増加させる可能性を内包する

ことから，これを抑制するための労使関係対策は不可欠である。また，特に

｢協調」から「統合」を志向してきた「日本的労使関係」においては，企業別

-６９－
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組合に対して，労働者を集団的に統括し，その反動的な行動を牽制するとい

う役割が任ぜられてきた。それは例えば，管理機構の意向，支持を受けて形

成される「インフォーマル組織」を企業別組合へと潜入，勢力拡大させるこ

とにより，その「右翼的再編成」がはかられてきたことからも明らかであ

る。（'1）そして，「経営合理化」「リストラクチャリング｣へ向けての企業別組

合が果たす役割は，今後さらに大きくなるものと期待されている。すなわち，

仮に人的資源管理の名のもとに個別管理主導型労務管理が定着するとしても，

管理方策，労働者統合方策としての企業内労使関係対策がまったく無用のも

のとなるとは考えられないのである。

だが，企業別組合の主たる構成員である男子正規従業員の雇用・処遇にも

およぶ雇用システムの再編は，必然的に長期雇用（安定雇用）型従業員数の

減少と，労働組合組織率のさらなる低下を招く。このことによる企業別組合

の個々の労働者への影響力，またその統括力の減退が，「安定的労使関係｣の

担い手としてのその役割のさらなる喪失につながることは必至であろう。そ

して，これを補うためには「多様な労使関係チャンネル」が必要とされる。

つまり，前掲の各種「意思疎通」形態を利用した参加型管理の実践により，

労働者の勤労意欲を低下させることなく，労働者集団の自発的組織化を阻止

し，同時に，団体交渉に依存せずとも「安定的」な労使関係を構築すること

のできる体制を整えようとするものとして，これを位置づけることができる

のである。

また，経営側の主導による参加制度導入は，単にこのような機能ばかりで

はなく，既存の労働組合を無機能化，弱体化させるという労使関係対策機能

にも期待がかけられてたものであるということも，ここでは重要な意味をも

つ。すなわち，「多様な労使関係チャンネル｣を用意する一方で，その主たる

制度を労働組合が主体的に行動する団体交渉からその他の制度へと漸次的に

移行させていくという労使関係の根本的転換がプログラムされているのであ

る。（'2）その際，おそらく組合弱体化，組織率低下によって｢労働組合が必ず

しも労働者の総意を代表している団体とは言えなくなった｡」という理由があ

げられるであろうが，実際には，組合を媒介としない苦'情処理や職場参加制

度，意思疎通諸制度の充実により，企業別組合の存在意義が減退させられて

-７０－
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いるのであり，そのことがさらなる組合弱体化過程へと直結するという循環

を辿っているのである。

経営者側の意図する「安定的労使関係」とは，従来より単なる職場内意思

疎通経路の確保を意味していたものであるから，その主体は，必ずしも労働

組合に限定されなくとも不都合は生じない。組合の対労働者影響力が弱体化

すれば，他の制度，手段への代替あるいは併用が検討されるのはむしろ当然

のことかもしれない。しかしここでより重視されるべき点は，労使協議制，

職場懇談会その他の制度が，「協調主義的｣労使関係から経営者主導型の統合

的労使関係への転換をゆるぎないものにする機能を有しているという点なの

である。ここに「曰本型経営参加」制度の管理方策としての特質がある。そ

こで次に，その展開を若干詳細に検討していこう。

４「日本型経営参加」の今日的展開

高度成長期以降の「曰本型経営参加」は，その推進役であった日本生産性

本部の「生産性運動の三原則」（1955年）（'3)のひとつとして「労使の協力･協

議」が明示されていることからも明らかなように，もともと，経営体制その

ものの民主化や労働者の民主的権利の獲得，保護を目的としたものではなく，

あくまで「経済運営のための国民的合意と経営施策のための労使の協力」に

労働者，労働組合を引き込み，なおかつ，その活動，経営への介入を経営者

側が許容し得る範囲内に押しとどめることによって「労使協調体制」を形成

するという労働組合対策を主目的としていた。このことから，職場レベルで

は個々の労働者を当事者とする「職場小集団」による参加を中心とする一方

で，その上位レベルにおける経営参加では，さしたる議論もないまま，主た

る当事者を元来より協調的な性格を有する企業別労働組合と規定し，なおか

つ，制度的には，厳格な法定主義を基盤とする共同決定制ではなく，付議事

項や労働者側の介入度の強さを比較的自由に設定することのできる｢柔軟性」

をもった労使協議制が選択されたのである。そして，この「柔軟性」によっ

てこそ，団体交渉と労働組合の主体的自律性は切り崩されることになったの

である。

このように理解するならば，団体交渉，労使協議制，苦情処理制度を形式

－７１－
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表２戦後経営協議会の分解の推移（ドッジ合理化のもとでの）

<出典＞木元進一郎『労働組合の「経営参加」（新訂増補)』２８１ページ。

的・機械的に「三分化」しようとする「労使協議制の曰本生産性本部方式」

が1950年前後に声高に主張されながら（表２参照)，現実には次第に団体交

渉と労使協議制の区分が暖昧なものとなってしまったことはむしろ当然であ

り，実際には当初からそのような漸次的団体交渉機能浸食の意図が織り込ま

れていたものと言えよう。

元来,労使関係チャンネルが多様なものに及ぶ場合，それらは通常,協議・

付議事項や当事者の別,さらにはその当事者の労使関係への基本的姿勢等(協

調を基本とするか，それとも対立を基本とするか）によって区分されてきた。

しかしそれらの多くは，両制度の運用の中で現実的対応として生まれてきた

ものではなく，きわめて概念的，形式的区分と言わざるを得ない。１９９５年曰

経連報告では，団体交渉が「主として労働条件がらみの問題，たとえば定期

賃金，賞与・一時金，所定労働時間，休曰等について話し合いが行われる場

合が多い」のに対して，労使協議制の付議事項としては「経営方針，職場環

－７２－

分解の方向

(1)

東京商工会議所『健全な経営協議会」
1948年３月

二
生産協議会（生涯に関する研究・諮問機関）

労働協議会（労働条件に関する日常的不平処

理機関）

(2)

日経連『改訂労働協約の根本方針』
1948年６月

／
、

経営協議会（団体交渉の前段交渉の場・意思

疎通の場）

団体交渉

紛争処理機関

(3)

労働次官通牒『民主的労働組合及び民主的労
働関係の助長について』

1948年12月

／
、

経営協議会

苦情処理機関

(4)
日経連『労働関係調整に関する指針』

1949年６月 〈
団体交渉

生産委員会（会社の諮問機関）

苦情処理機関

(5)
●

労政局長通牒『労働組合の組織と運営に関す
ろ協力と勧告の実施について』

1949年７月
〈
交渉委員会

生産委員会（生産に関する助言機関）

苦情処理委員会
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境，健康管理，配置転換，出向，採用・増員などが中心となっている」とし

て，その棲み分けが現に行われていることを強調している（plO8）が，まさ

に機械的区分論の典型であり，個別企業内に多様な「労使コミュニケーショ

ンの経路」がある場合の現状を的確に把握したものとは言えないのである。

確かに，労使関係には利害対立的側面と利害共通的側面の両面があり，団

体交渉ならびに労使協議制度の基本理念を考慮すれば，概念としてこれらを

明確に区分することは不可能ではない。しかし，企業内外の環境変化が加速

化，複雑化し，それへの迅速かつ的確な対応がすべての分野に要求されてい

る現在，人事的事項を前者，経営・生産関連事項を後者とするような区分|ま

はあまりにも機械的であるし，とくに「戦略的人的資源管理」の展開過程下

においては，ほとんど現実性をもたないことも事実であろう。しかも，企業

別労使関係を中心に据える「曰本的労使関係」においては，団体交渉と労使

協議制の当事者が全く同一である場合も多く，彼等の行動にそのような線引

を要求することそのものが困難であると言わざるを得ない。逆に言えば，「曰

本的労使関係」下の団体交渉は，自ずから個別企業内の事項にその協議交渉

事項をある程度限定されているため，原理的に，生産問題や経理'情報の公開

等をめぐって労使が意見交換，意思疎通を行うことは不可能ではないはずで

あろう。にもかかわらず，経営側による企業別組合を労働者側当事者とする

労使協議制が導入される目的は，意思疎通そのものではなく，労働関係諸法

によって労働側の権利が保障されている団体交渉そのものの影響力を弱体化

させることに，当初からあったものと理解することができるのである。

参考までに，近年の各種調査を見てみよう。まず，労使協議制を導入，設

置している企業は，全体で58.1％，労働組合のある企業では８０．７％にも達

している。（図１参照）しかし，両者を別制度として明確に区分している「分

離型｣企業は全体で５０％弱にとどまっている。また制度的に区分している企

業の中にも，実際にはかなり弾力的な運用をしているところが約２割もあり，

両者が全く区別されていない「混合型」あるいは団体交渉の事前協議機関と

して位置付ける（実際には，労使協議で決着しなかった事項のみを団体交渉

で扱うことが多い）「連結型」が相当数にのぼっていることがわかる。（図２

参照）
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図１労使協識機関の設伍状況

設置している設置していない

平成６年計

平成元年計

〔企業規模〕

5,000人以上

1,000～4,999人

300～９９９人

100～２９９人

5０～９９人

〔産業〕

鉱業

建設業

製造業

電気･ガス･熱供給･水道業

運輪。通信業

卸売・小売業，飲食店

金融・保険業，不動産業

サ_ピス業

5５．７ 4４．３

5８．１ 41.9

２７72.4

6８．４ 3１．６

62.2 3７．８

4７．６ 5２．４

4９．０ 5１．０

5７．０ 4３．０

43.0 57.0

6７．６ 3２．４

91.0

65.0 35.0

4９．０ 51.0

5８．７ 4１．３

3８．３ 6１．７

労働組合有平成６年

平成元年

労働組合無平成６年

平成元年

１９．３80.7

２２77.8

３１．６ 68.4

3８．７ 6１．３

０２０４０６０

<出典＞労働者『平成６年労使コミュニケーション調査」

8０100(％）

労使協議制の設置目的や位置づけ，協議・付議事項を見ると，それが団体

交渉の「事前協議機関」化し，しかもほとんどの事項は前者で解決されてし

まっている傾向を強く反映した実態が表出されている。例えば，最近の労働

省調査で労使協議制の付議事項をみると，「労働時間，休日･休暇」や「職場

-７４－
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図２ 団体交渉との関係からみた労使協蟻制

扱交①合交②扱ず③
わ事別いの別う団特
な項制行予制交に
いは度う備度事区
取。的．項別
り団話団もせ

、
ｊ
〈
労
使
協
議

ｌ
で
団
交
事
項

櫛
話
合
う
〉

傾
く
別
制度〉

種僕
Ｎ
Ａ

（)制

②＋③

4８．２

①＋②

6６．８総計

製造業

電気・ガス・

業熱供給業
運輸・通信業

種
卸売・小売
業，飲食店

別金融．保険業，
不動産業

サービス業

6９．４４９．１

３７．５７５．０

６４．７３５．３

７１．９４３．８

４７．４５２．７

８０．０４０．０

９０．９４５．５

６８．９54.1

67.1４６．２

６３．９４７．５

６９．４４９．１

７５．６５１．３

６７．８４７．３

６６．７５１．５

６３．２４７．０

５８．３58.3

66.2４４．６

６０．７４２．８

２５．０

建築業

１０００人未満
企
業
規１０００人以上
模
別

10000人以上

製造業計

シ鱗鱗鮮
1

１０００人未満
企
業
規1000人以上
模
別

10000人以上

非製造業計

繍慰１０００人未満
企
業
規１０００人以上
模
別

10000人以上 鋼’’36
<出典〉「企業内雇用諸施策の形成過程に於ける労使関係の在り方に関する調査研究報告書』

（連合総研）３９ページ
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図３労使協識機関に付蟻する事項別事業所の割合

(％）
0

100

8０

6０

4０

2０
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譽襄壽鍵雷曇譽蒔
襄亟驫艤配壽震操
本売機用の置格．・
方等構機合基基出人
針のの器理準準向員
基新の化整
本設導理
計改入
画廃等解

雇

経営に関する事項人事管理に
関する事項

勤
務
態
様
の
変
更

労
働
時
間
・
休
日
・
休
暇

職
場
の
安
全
衛
生

定
年
制

賃
金

時
間
外
労
働
の
賃
金
割
増
し
率

教福文育
育利化児
訓厚体休
練生育業
計活制
画動度

介
護
休
業
制
度

その他の事項

退
職
手
当
・
年
金
基
準

時
金

労働条件に関する事項

の安全衛生」などの労働条件に関する事項についても，ほとんどの企業でと

りあげられていることがわかる。（図３参照)また，日本労働研究機構の調査

によれば，経営側はもちろんのこと労働側にさえも労使協議機関の設置目的

として「労働条件向上」をあげる組合がもっとも多数にのぼるという傾向が

見られるし，逆に本来の経営参加事項と考えられる生産関連事項等は単なる

｢報告事項｣となっている例が多いのである。（表３参照)さらに，労使協議制

に付随する各種専門委員会を設けている企業は６０～７０％にのぼるが,その内

－７６－
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表３労使協識制の位置付け，設置目的

企業側組合側

｢労使関係法制の現状と課題をめぐる実態調査」（1992年）より

<出典＞日本労働研究機構『労使協議制の研究』

日本労働研究機構，1994年，122ページ。

専門委員会の現状表４

専門委員会の数

有効数２５７１０００％

有１９９７７４ん

Ｂ無

(2)専門委員会の種類及び位置付け

〈出典＞表３と同じ（215-216ページ）

－７７－

労使協議機関の主要な位置付け 組合側 企業側

労使間の意思の疎通（の比重が高い）

労働条件の決定（の比重が高い）

2者の双方（比重は五分五分）

33.1％（８６）

17.3％（４５）

48.8％（127）

41.2％（160）

14.9％（５８）

43.0％（167）

労使協議機関の主要な設置目的

組合

企業

①労働条件の向上（47.0％）②経営への従業員の意見の反映等（222％）

③労使の情報の共有（13.6％）④経営の円滑な運営，事業の発展（10.6％）

①経営の円滑な運営,事業の発展(37.3%）②経営への従業員の意見の反映等（25.5％）

③従業員の労働条件の向上（20.7％）④労使の情報の共有（10.5％）

有効数 １２９ 100.0％

Ａ １ 1５ 11.6％

Ｂ ２～４ 6４ 49.6％

Ｃ 5以上 5０ 38.8％

有効数 257 100.0％

Ａ 有 199 77.4％

Ｂ 無 5８ 22.6％
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新たに専門委員会，専門協蟻会を設置した理由図４

(複数選択，「設置した」組合）（業種別）
％０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
－

」
塵
蕊

’ illl il1i ]{''１ illl橇 蝋 ､Ｏｕｕ、５匹.

労賃福人住高女の事の化経海ｃそ

篝鰡纈：：篝寶藝臺篝Ⅱ患時体厚・

工曇多短遇用策
縮策

場へ角

〈出典〉『企業内雇用諸施策の形成過程に於ける労使関係の在り方に関する調査研究報告書』

（連合総研）４５ページ

容としては「賃金・労働条件｣，「安全衛生・健康管理｣，「福利厚生」が約９

割を占めている。（表４，図４参照)この専門委員会制度については｢労使協議

会よりキメ細かい協議と幅広い人材の参加が可能であり，……積極的活用を

期待したい｣('4)と指摘されているように，今後の労使協議制の｢充実」（専門

的議論の促進，議事の効率化）に欠かせないものとして位置づけられている

のであるが，その実態は，団体交渉との区分をいっそう暖昧なものとし，事

実上，労使協議制の比重を重くしていく働きをもつものと考えられる。また

さらに危険なことに,一般の労働者にはその審議過程が非常に見えにくく，半

ばブラックボックス化している専門委員会が実質的な協議の場となり，公式

の労使協議機関さえもが形骸化しつつあるのである。(1s）このことは,協議内

容,結果の一般労働者認識度の低さに顕著に表われていると言えよう。(表５）

-７８－
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性，年齢，労使協鱗機関での協融内容・結果の潔識の程度別労働者の割合表５

歳
歳
歳
歳
歳
計

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

■

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

１
Ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

く
く
く
く
く
Ｉ
く
く
く
く
Ｉ
く

２
７
７
６
１
５
９
８
７
６
７
１

３
８
０
０
３
２
８
８
３
４
０
８

６
６
５
５
６
６
６
６
６
７
７
６

〈出典〉図１と同じ

なお，曰本生産性本部も1990年代に入ってからは，「賃金や労働時間はこ

との性質上団体交渉で処理すべきものであるが，先ず労使協議会で平和的な

協議による解決をはかり，そこで意見の一致をみない時はじめて団体交渉に

移行するという方式をとっている労使は少なく云い｡｣('6)というように,労使

協議をより重視する傾向を認めるとともに，「あるべき｣方向性として暗に示

唆しているとも読み取れる指摘を行っていることは注目されよう。

このように，法的規制，制約のない労使協議制を必要に応じて「柔軟」に

運用することによって，団体交渉との「区分」を，その機能・役割の保持で

はなく，機能限定化，形骸化へと導く方向性をもつ労務管理方策がとられて

いることが明白になっているのである。

また，これとは別に「能力主義管理」の台頭とあいまって「曰本的経営」

の中核に据えられてきた職場レベルでの小集団単位による「参加」や，個別

従業員を対象とした苦情処理制度は，経営参加が労働組合による「下からの

民主化要求」として開花するための根を根絶する意図をもったものとして位

－７９－

性・年齢
労働者

計

労使協議機関

あり
大体知
っている

一部知
っている

ほとんど

知らない
不明

労使協

議機関
なし

わから

ない
不明

平成６年計 100.0 63.2（100.0） (48.8） (39.5） (11.6） (_） 2５．５ 1１．３ 0.1

男子 100.0 68.7（100.0） (54.5） (36.3） （9.2） (－） 2４．７ 6.5 0.0

女子 100.0 50.7（100.0） (31.8） (49.3） (18.9） (－） 27.0 2２．１ 0.1

２０～２４歳 100.0 50.6（100.0） (24.2） (48.5） (27.3） (－） 1８．２ 31.0 0.2

２５～２９歳 100.0 63.1（100.0） (42.4） (44.3） (13.3） (－） 2５．２ 1１．７

３０～３４歳 100.0 62.5（100.0） (43.9） (43.9） (12.2） (－） 3０．１ 7.4

３５～３９歳 100.0 68.9（100.0） (52.9） (40.5） （6.6） (_） 2６．１ 4.9 ０．１

４０～４４歳 100.0 68.8（100.0） (59.1） (33.3） （7.6） (－） 2５．７ ５．５ 0.1

４５～４９歳 100.0 63.7（100.0） (55.0） (37.0） （8.0） (－） 2８．８ ７．５

５０～５４歳 100.0 74.6（100.0） (65.0） (24.1） (10.9） (－） 2１．０ 4.3

５５～５９歳 100.0 70.7（100.0） (62.2） (36.3） （1.5） (一） 2８．１ 1.2

平成元年計 100.0 68.1（100.0） (47.6） (39.6） (12.5） (0.3） 1７．４ 1３．４ 1.1
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図５過半数代表制度の年次別推移
件

4５

4０

3５

3０

2５

2０

'５

'０

５

０
S2２２５３０３５４０４５５０５５６０Ｈ２４年

注）現行制度（施行予定のものを含む）に限る。

〈出典〉日本労働研究機構『従業員代表制を考える（上巻)』

日本労働研究機構，1993年，18-19ページ。

置づけられる。とくに職場レベルでの「参加制度」すなわち「小集団活動」

と労使協議制その他の企業レベルでの諸参加制度との結びつきは,｢労使協議

制，各レベルにおける労使協議の場（ここでは職場懇談会，業務稼働計画の

実行に関わる生産委員会などを指す：筆者)，（｢参画感」のある）職場の３者

を互いに相補的ネットワークで結び合わせていくことが大切であろう」('7)と

述べられているように，その推進過程において，常にある程度意識されてき

たものである。要するに職場レベル参加制度のもつ個別管理機能と，労働者

の疎外感をある程度緩和しながら「能動的・主体的」な勤労意欲の発揮を導

き出す啓発的機能，さらには従業員の「組合離れ」を促進させる機能が，上
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｢日本的労使関係」と経営参加の今日的展開（澤田）

位レベルでの「参加」と連動することにより，「曰本型経営参加」を，「人間

尊重」「人間関係重視｣を標傍しながら，実際には従業員へのコントロールの

総量を着実に増大させる制度として，確立されてきたのである。

今日，「戦略的人的資源管理」や「リストラクチャリング」下での職場再編

の動向を受けて，労働側は個人，集団を問わず，その意思と行動とを資本の

論理の元へと統合される傾向を強めている。この結果，労働組合は，協調路

線を歩むかあくまで対抗路線をとるのかという運動方針の如何を問わず，弱

体化がますます進行していくというきわめて深刻な事態に直面しているので

ある。近年，労働法の分野において，裁判所，労働委員会，労働基準監督署，

都道府県の労政主管事務所，婦人少年室など，いわゆる個別的労使紛争処理

システムが脚光を浴びているのは，このような動向を受け，今後の労務管理

があくまで個別管理主体になることを予測した上でのことであろう。（'8）

だが，このような管理方策の極端な促進は，経営者側にとってもひとつの

限界の認識へとつながることになる。「曰本的労使関係｣が企業別組合の存在

を「労使関係安定化」への重要なファクターとする限り，組合がある程度の

社会的経済的影響力を保ち，労働者を統合する機能を維持することは，経営

側にとっても不可欠な条件であったはずである。ところが，参加型管理の方

向性を明確にする「曰本型経営参加Ｊは，上記のように，強固な組合弱体化

機能を持ち，その存在意義や存在基盤そのものをも奪ってしまいかねず，労

使関係の枠組みを大きく変更させる可能性を有しているからである。そして

現在，これに加えて，「新･曰本的経営」下での雇用形態の多様化や処遇にお

ける個別管理の徹底が，労働者集団の分断と組合勢力弱体化を助長しようと

しているのである。

そこで必要とされるのが，労働組合の介在しない｢参加制度」あるいは｢意

思疎通のチャンネル」を用いた労使関係「安定化」方策なのである。近年の

労使関係白書は，再三にわたり，そのような新たな制度の整備を課題として

とりあげている。例えば,９２年度版においては，「労使問の集団的コミュニケ

ーションの変化」を受け，従業員を代表する組織としての社員会や親睦会な

どに焦点を当てている。これら「従業員組織」は労使協議制における当事者

としての位置づけを想定されてはいるにもかかわらず，その特徴として①目

-８１－
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表６過半数代表制度の沿革

昭
和
側
年
代

－８２－

現行制度名 根拠規定(導入時） 施行年月日 備考

昭
和
加
年
代

①時間外休日労働協定

②就業規則の作成・変更に係る意見聴取

③寄宿舎規則の作成・変更に係る同意

④ユニオン・ショップ協定

⑤請負給制によって使用される漁業及び林業労

働者の平均賃金の算定方法に関する協定

⑥更生計画案に関する裁判所の意見聴取

⑦貯蓄管理協定

⑧質金の協定

⑨休暇手当の支払方法に関する協定

労基法36条

労基法90条１項

労基法95条２項

労組法７条１号但轡

昭26.3.29基発203号（漁業）

昭２７．６．４基発442号（林業）

会社更生法195条

労基法18条２項

労基法24条１項但書

労基法39条４項但轡

１
１
１
ｍ
羽
４
１
１
１
１

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

９
９
９
６
３
６
８
９
９
９

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

２
２
２
４
６
７
７
７
７
７

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭

昭2２．４．７法４９

昭2２．４．７法４９

昭2２．４．７法４９

昭2４．６．１法174
●●●●S●●●●●●●ｅｐ０ｏＣ●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●□●●●●ﾛ■●●●●Ｃ●●■

昭２７．６．７法172

昭２７．７．３１法287

昭２７．７．３１法287

昭２７．７．３１法287

昭
和
側
年
代

①安全委員会（衛生委員会・安全衛生委員会）

委員の推薦

②安全委員会(衛生委員会･安全衛生委員会)委員の

推闘等に関する規定の適用除外に関する協約

③安全衛生改善計画の作成に係る意見聴取

|日安衛則８条４項,２０条３項,５４

条の２第２項

旧安衛則８条８項,２０条３項,５４

条の２第２項

安衛法78条２項

昭4１．４．１

昭4１．４．１

昭4７．７．１

昭４１．１．２８労令１

昭４１．１．２８労令１

昭４７．６．８法5７

昭
和
釦
年
代

①賀金の口座振込みに関する協定

②扇用調整助成金の支給と関わる協定

(1)休業協定

(2)教育訓練協定

(3)出向協定

③財形給付金契約の締結に関する合意

④預金保全委員会栂成員の推薦

⑤法定の退職手当保全措腫によらない旨の協定

⑥退職手当保全措圃を鱒ずべき額に関する協定

⑦雇用維持等計画の作成・変更に係る意見聴取

⑧設備の処理等の実施に際して識ずべき雇用安

定措壇に関する協識

⑨財形基金の発起等に関する合意

⑩財形基金設立事業場の増加に関する合意

⑪計画年休協定

⑫事業規模の縮小等実施計画の作成・変更に係

わる闇用安全事項に関する意見聴取

⑬継j，i層用制度導入奨励金の支給と関わる出向協定

⑭事業内職業能力開発計画の作成に係る意見聴取

昭５０．２．２５基発112号

屈保則113条１項２号ロ(旧属用調

整給付金の支給と関わる休業協定）

財形法６条の２第１項

貿確則２条２項１号

賃確則４条４号

貿確則５条３号

１日特定不況業柧離職者臨時措腫

法７条２項（旧再就職援助等計

画の作成･変更に係る意見聴取）

|日特定不況産業安定臨時措置法

10条１項

財形法７条の８第１項

財形法７条の25第１項

昭５４．６．３０基発318号

本四法５条４項，６条２項

雇保則105条３号（|日高年齢者層用

確保助成金の支給と関わる協定）

厨保則125条２項１号イ（|日

事業内職業訓練計画の作成に係

る意見聴取）

昭5０．２．２５

昭5０．４．１

昭50.10．’

昭５２．４．１

昭５２．４．１

昭５２．４．１

昭5３．１．２

昭53.5.15

昭53.10.1

昭53.10.1

昭54.6.30

昭5６．１１．６

昭5７．１．１

昭５７．４．６

(４月１日

遡及適用）

ロロロロ●●●●巳■●●●●●●●●ＯＯＣ

昭50.3.10労令３

昭50.6.21法4２

昭５１．９．６労令３１

昭５１．９．６労令３１

昭５１．９．６労令３１

昭５２．１２．２６法9５

昭53.5.15法4４

昭53.5.16法４７

昭５３．５．１６法4７
●●●C●●●●●●●●●●●●●●■●■

昭５６．６．９法7２

昭56.12.15労令4１

昭５７．４．６労令1４

昭
和
帥
年
代

①再就職援助計画の作成に係る意見聴取

②再就職援助担当者の業務遂行に係る基本的事

項に関する意見聴取

③事業転換等能力開発計画の作成に係る意見聴取

④退職手当保全委員会栂成員の推薦

⑤フレックスタイム協定

⑥３箇月単位の変形労働時間制に関する協定

⑦1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定

⑧事業場外労働におけるみなし労働時間に関する協定

⑨裁避労働におけるみなし労働時間に関する協定

高齢者則６条の６第２項

高齢者則６条の８第２項

属保則125条の２第１項１号イ

賀確則５条の２第２項

労基法32条の３

労基法32条の４第１項

労基法32条の５第１項

労基法38条の２第２項

労基法38条の２第４項

１
１
１
蛆
１
１
１
１
１

●
●

●
●
●
●
●
●
●

ｎ
ｍ
４
，
４
４
４
４
４

●
●

●
●
●
●
●
●
●

１
１
２
２
３
３
３
３
３

６
６
６
６
６
６
６
６
６

昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭
昭

昭61.9.20労令３０

昭61.9.20労令3０

昭６２．４．１労令１４

昭62.12.16労令3２

昭62.9.26法９９

昭62.9.26法９９
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注）現行制度（施行予定のものを含む）に限る。なお，昭和60年代には平成元年以降の分を含む。

〈出典〉図５と同じ。

的が従業員同士の親睦や福利厚生である，②活動の中心は文化・レクリエー

ションである，③一般従業員のイニシアチブでつくられたものは全体の３分

の１にすぎない，④財政は多くの場合会社に依存し，完全な自主的運営は４

分の１である，といった現状が紹介されており，労使関係問題，経営参加の

機能を単なるコミュニケーション改善へと倭小化しようとする意図を明確に

読み取ることができる。('9)また９５年度版でも，労使協議制の充実した企業に

おいては曰本的雇用システムの変容が「労使に摩擦を起こす形で進行しては

いない｣ことを示そうとしているのだが，同時に，「労働組合のない企業での

従業員発言力強化策」としての「従業員組織」の活用や従業員代表法制の整

備を提唱し，今後の「労使関係安定化」のためにはこれらの制度の比重を高

めるべきであることを示唆しているのである。（20）

こうした提唱の背景には，従業員の「組合離れ」に伴うその影響力低下と

｢第二労務管理機関｣としての役割の低下，中小企業，新興企業を中心とした

未組織職場における労使関係対策の必要性増大，さらに既述の「雇用の弾力

化」にともなう「企業別組合に依存できない状況」の表面化，深刻化がある

ことは疑いない。そしてさらに重要な問題点は，これらの「従業員組織」が

資本の論理に基づく「働かせ方のフレキシビリティ」追及の重要な手段とし

て位置付けられようとしている点である。すなわち，例えば，経営者主導型

-８３－

⑩失業予防計画の作成・変更に係る意見聴取

⑪産業雇用安定助成金の支給と関わる協定

(1)職業転換訓練協定

(2)配圃転換協定

(3)出向・再就職あっせん協定

⑫一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動

車運転者の拘束時間等に関する協定

⑬定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支

絵と関わる出向協定

⑭雇用安定計画の作成・変更に係る意見聴取

⑮育児休業をすることのできない労働者に関す

る協定

⑨労働時間短縮推進委員会委員の推蔚（なお，

委員会は労働時間・休暇に関する労基法上の

労使協定に代えて,決識を行うことができる）
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の労働者組織を労働基準法36条（時間外労働協定の締結）および90条（就

業規則作成･変更の意見聴取）における「従業員の過半数を代表する者」（法

定当事者）として利用し，経営側の裁量度を高めることも視野に入れた「良

好なコミュニケーション｣形成が行われようとしているのである。(21)労働組

合以外の組織がこの場合の法定当事者となることの問題点は，これまでも指

摘されてきた。例えば1988年労働省調査によれば，①過半数代表者は信任，

選挙等の方法で選ばれることが多いが，「事業主が指名｣しているケースも１２

％あり，とくに規模の小さな事業場ほど，その傾向が強いこと，②被選出者

の一部には，工場長，支店長等，適格性を欠く者が含まれていること，③三

六協定や就業規則変更についての当事者間の話し合いでは，過半数代表者が

意見を述べることが少ないこと，④協約締結の際に，過半数代表者が一般の

労働者から意見をまったく聞いていないケースがあることなどが指摘されて

いる。(22)このような制度的不備が解消されなければ，形態的法律的Iこにみて

も，過半数代表すなわち従業員の総意を代表した存在（従業員代表）である

と見なすことは，本来困難なはずである。にもかかわらず，これらの問題を

放置したまま，1987年の労働基準法改定に代表されるように，近年，従業員

過半数代表制度の適用範囲は急速に拡大しつつある。（表６，図５参照，とく

に労働時間についての過半数代表の任務は急増している｡)そして，労働組合

影響力の低下傾向と重ね合わせてみれば，集団的労使関係の主たる担い手と

しての役割が経営側により期待され，注目されていることは明白であろう。

ここに，政府，財界が一体となって，労働組合を排除した新たな集団的労

使間系の構築，およびそれを経営側を主導で推進することによる実質的な裁

量権拡大を着実に進められつつあることの証左を見ることができる。(23)そし

て，「リストラクチャリング｣下での組織再編と職務再編をめざす企業の，個

別管理においても集団管理においても，「新たな労使関係安定化｣をはかるた

めに「従業員組織」ならびに「労使協議の場」を拡充し，これを「経営参加」

制度と強引に規定して，その管理方策的利用度を高めるという方向性が浮か

びあがるのである。
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５まとめ

以上考察してきたように，新たな「労使関係安定化」方策としての諸「経

営参加」制度は，今後，企業別組合よりもさらに資本の論理寄りの性格をも

つものとして機能することが，ますます経営者側に期待されていくと考えら

れる。また他方で，企業別組合の衰退，影響力低下は，彼等にとってさほど

重要な問題ではなくなり，組合を全く無視した労務管理方策をとる可能性は

増大する。そして，このような状況下で，経営者側主導型の「従業員組織」

を主体に据えた労使協議制や懇談会などが，これまでも「秘密労務組織」と

して機能するものとの批判を受けてきたインフォーマル組織による労働者支

配･統制を，「経営参加」の名のもとに正当化，公式化せしめる働きを持つよ

うになるのである。

このように，新たな「安定的労使関係」構築は労働組合をその主体，当事

者としての地位から外すことによって確立される危険性をもつものである。

その潮流において，組合は，「多様な労使関係チャンネル｣の中に埋没し，労

使関係の主体としての自律性，存在価値を保持することが困難になりはじめ

ている。このような事態の進行を考慮するならば，経営参加制度の「本質」

としての管理方策的側面(24)に注目するあまり，それへの関与の可能性を全く

否定することは，その制度内部で行われる管理実践に対して無限定性を与え

ることになりかねないと判断される。今や，「参加」へ批判は，一般的･外在

的なものではなく，その「合意形成」過程に踏みとどまった上での「安定的

労使関係」への内在的なものであるべき時期にさしかかっていると考えられ

る。(25)労働組合が経営者側への対抗勢力としての存在意義を堅持または奪還

するためには，産業構造，雇用構造の変動に適応した組織力の強化とともに，

共同的意思決定・合意形成機能を充たす各レベルでの参加制度の充実と，そ

こへの主体的自立的な関与，影響力行使といった自発的行動が要求されるこ

とになるであろう。つまり，そのような両面的な行動によってしか，もはや

ノン・ユニオニズム主義的労務管理の推進を食い止めることはできないので

ある。

どのような制度を選択するにせよ，労働側にとってもっとも肝要な点は，

｢企業の繁栄が従業員の利益に直結する」という幻想を捨て，また一般労働者
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に捨てさせ，その経営実態を正確に把握し，必要な介入，監視を常時行って

いくという姿勢であり，さらに，制度が経営側の窓意的な運営に委ねられて

しまう危険'性を回避することである。そしてそのためには，代表の選出方法，

代表と一般労働者の緊密なコミュニケーション経路とチェック，フィードバ

ック機能を確立することにより，労使関係を「統合型」から「分立型」へと

転換させる過程を模索していく必要`性に迫られることになるであろう。

【注】

(1)木元進一郎『労働組合の「経営参加」（新訂増補)』森山書店，1986年。

(2)熊沢誠氏は人事考課の適用が従業員全階層に及ぶことを捉え,「こうした一種の階層

間平等性は日本の戦後労働史のすべての帰結をあらわすもの｣であるとしながら，「人間

の能力差を生得的なものとみて早々に『優勝劣敗』の原則を適用することを避け，全階

層の従業員に能力の開発を期待すること」をその「明るい側面」と表現している。ただ

しここでは，それが，考課要素が多面的であるが故に評価が全人格的なものに及び，企

業論理への「人格的統合」を要請する，という「暗い側面」と表裏一体のものとして整

合性をもちながら，労務管理方策としての機能を果たしていることが強調されている。

（熊沢誠『日本的経営の明暗』筑摩書房，1989年，53-54ページ｡）

(3)日本労働研究機構『パートタイム労働者等実態調査』（1989年)によれば，非正規従業

員の位置付けとして「基幹労働力として」あるいは「責任ある地位につける」と回答し

ている企業は産業全体で48.6％にも達している。

(4)鈴木良始「日本的労使関係のゆらぎ」『経済と社会』５号，1996年春季，４１ページ。

(5)労働省は，日本的雇用制度の将来像として，①基幹労働者を中心とする終身雇用制の

「基本的｣維持，②年功制の見直しと「実力主義」強化，③専門職の拡充などキャリアパ

スの多元化，④公正な評価制度の確立，⑤個人の自発的意思に基づくキャリア形成・能

力開発システムの開発，またそのための自己啓発の促進，⑥転職，独立を支援するシス

テムの確立,⑦多様な人材の参加し得るシステムの形成などの諸点をあげている。（労働

省産業労働調査課『日本的雇用制度の現状と展望』大蔵省印刷局，1995年｡）

(6)日経連報告書への批判については,例えば以下を参照されたい｡『賃金と社会保障』1159

号，1995年８月上旬，4-34ページ。藤田実「『日本的経営』見直し論をどうみるか」

『賃金と社会保障』1165号，1995年１１月上旬，24-45ページ。下山房雄「『日本的経営』

の新展開」『経営論集（明治大学)』４３巻３．４号，1996年３月，41-53ページ。牧野富夫

「現代日本のホワイトカラー問題」『労務理論学会研究年報』５号，1996年，1-12ペー

ジ。

(7)木元進一郎「日本的労務管理の『弾力化』」『経営論集（明治大学)』３９巻１号，1991年
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９月，１－１５ページ。

(8)長谷川贋「日本的雇用慣行の日本的『アメリカ化』」『労務理論学会研究年報』１号，

1991年，７－１６ページ。

(9)長谷川魔「日本的雇用制度の変容と重層型雇用政策一日本型雇用制度に関する経

営者的諸見解一」『商学論纂（中央大学)』３６巻３．４号，1995年３月，225-257ページ。

⑩鈴木良始「雇用流動化・『年功賃金』動揺をめぐる検討課題」『労務理論学会研究年報』

４号，1994年，68-81ページ。

⑪高橋祐吉「労働組合運動のガン=インフォーマル組織とどうたたかうか_その支配

構造と克服の展望」『日本の労働組合運動５労働組合組織論』大月書店，1985年，１４９

－１８３ページ。

(12）参加型管理としての「日本型経営参加」は，従来から，経営権の部分的委譲ではなく，

むしろ対立意識を共同意識へと置き換え，労働者を統制する力を増大させ，労働組合の

民主的権利を縮小ないし制限するものであるとの批判を受けながらも，「日本的労使関

係」を支えてきたものである。しかし，今日の労使関係状況は過度に「企業主義」的で

あるとして批判されてきた企業別組合さえもが労使関係の主役の座から降ろされようと

しているという意味で，新たな段階に入りつつあると言うことができよう。

(1Ｊ日本生産性本部の動向に先立ち，1946年には中労委より「経営協議会指針」が出され

ている。これは当時の左翼的労働組合運動の中で急速に拡大しつつあった労働側の要求

としての経営参加の方向に対して，その不満が極度に増幅しないようにするため，これ

を完全に抹殺するのではなく，一定の歯止めをかけた上で，経営側主導のもとに再編，

展開し抵抗とする意図をもっていた。そしてこれを受けて，1947年には全国各地の企業

において労使協議会ないしは経営協議会と称する労使懇談機関が相次いで生まれている。

これら点については，拙稿「『高度成長』下の経営参加一『日本型経営参加』の萌芽一」

『金沢大学経済学部論集』１７巻１号，1997年３月を参照されたい。

⑭日本生産性本部『労使協議制の充実を求めて－企業･産業･地域の現状と成果一』日

本生産性本部，1990年，2-3ページ，１４ページ。

(1，中村和夫｢労使協議制の現状と機能」『日本労働法学会誌79号従業員代表制論』総合

労働研究所，1992年，120ページ。

UＯ日本生産性本部『労使協議制の充実を求めて－企業･産業･地域の現状と成果一』１３

ページ。

U7）日本生産性本部『｢労働の人間化」と生産性運動一労働生活の質向上と生産性一』日

本生産性本部，1988年，6-7ページ。

(１０例えば，村中孝史「個別労使紛争処理システムの検討」「日本労働研究雑誌』436号，

１９９６年８月，２－１２ページ。

09リ『1992年版労使関係白書労働力不足経済下の産業社会の課題』日本生産性本部，１９９２

年，83-106ページ。

(２０『1995年版労使関係白書雇用変革時代の人事・賃金・労使関係』社会経済生産性本

部，1995年，157-179ページ。
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(２，従業員過半数代表制をめぐる諸問題については前掲日本労働法学会誌79号所収の各

論文，坂本重雄「日本の『従業員代表』制の展開，法整備」『法経研究（静岡大学)』４０

巻３．４号，1992年,73-112ページなどを参照されたい。なお，いわゆる従業員代表制度

を経営参加の形態と見なすことについては当然ながら異論のあるところであろうが，こ

こではこれを，従業員の発言，意思表明の機会を提供する制度と理解した上で，経営側

がそのチャンネルを複線的・多角的に形成しようとしている点に注目して，あえて「参

加」制度のひとつとみなしている。

⑪「＜資料＞労使協定における過半数代表者に関する調査研究会報告（1989.8.21，労働

省)」『労働法律旬報』1222号，63-66ページ。

(23）現行法上の過半数代表制度の問題点としては,主として以下の点が上げられている｡①

代表の選出方法が明示されていない。②従業員組織が必ずしも自主的な団体でなくても

よい。③常設の機関でないため，従業員同士の普段からの問題意識の高まり，連帯感は

育ちにくい。④過半数代表者の行動に一般の労働者の意思を適正に反映させる制度的保

障がない。⑤争議権がない。

これらの問題が解決されなければ,過半数代表政は,制度的にも実質的にも，従業員代

表制度と見なすことはできないであろう。

(２０木元進一郎『労働組合の「経営参加｣』９２ページ。

(25Ｊ拙稿「日本における経営参加論の分析」『金沢大学経済学部論集』13巻２号，1993年３

月，111-136ページ。

※本稿は，『労務理論学会研究年報』６号（1997年）に掲載されたものに，紙幅の関係上

省略せざるを得なかった図表を加え，さらに加筆・補充したものである。
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